
〈問い合わせ〉税務課 課税係　℡（67）2703

※受付順となり、お待たせすることがありますので、ご了承ください。

確
定
申
告
に
関
す
る

ご
相
談
は

電
話
セ
ン
タ
ー

「
０
」番
へ
！

　
熊
本
国
税
局
で
は
、
3
月
15
日（
金
）

ま
で
、「
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
」を
開
設
し
、
所
得
税
お
よ
び
復

興
特
別
所
得
税
、
消
費
税
お
よ
び
地

方
消
費
税
、
贈
与
税
の
確
定
申
告
に

関
す
る
ご
相
談
な
ど
に
電
話
で
お
答

え
し
て
い
ま
す
。

　
税
務
署
の
代
表
電
話
に
か
け
て
い

た
だ
く
と
、
自
動
音
声
案
内
に
よ
り

ご
案
内
し
ま
す
の
で
、「
0
」番
を
選

択
し
、
用
件
を
お
話
し
く
だ
さ
い
。

申
告
会
場
や
、
受
付
時
間
な
ど
の
問

い
合
わ
せ
に
は
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が

お
答
え
す
る
ほ
か
、
問
い
合
わ
せ
の

内
容
な
ど
に
よ
り
、
電
話
を
転
送
し
、

職
員
な
ど
が
お
答
え
し
ま
す
。

　
時
間
帯
に
よ
っ
て
は
、
電
話
が
つ

な
が
り
に
く
い
場
合
や
、
お
待
ち
い

た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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消
費
税
・
地
方
消
費
税

（
個
人
事
業
者
）の

確
定
申
告
と
納
税
は

正
し
く
お
早
め
に

　
平
成
30
年
分
の
個
人
事
業
者
の「
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
」の
申
告
・
納
付
期

限
は
、
4
月
1
日（
月
）で
す
。

 
税
務
署
な
ど
の
申
告
相
談
会
場
は
、
特
に「
所

得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
」の
確
定
申
告
期

限
間
近
に
な
る
と
大
変
混
雑
し
、
長
時
間
お
待

ち
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
申
告
書
は
で

き
る
だ
け
自
分
で
作
成
し
、
早
め
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
申
告
書
は
郵
便
や
信
書
便
に
よ
る

送
付
で
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

■
平
成
30
年
分
に
お
い
て
課
税
事
業
者
と
な
る

個
人
事
業
者

① 

平
成
28
年
分
の
課
税
売
上
高
が
1
，
0
0
0

万
円
を
超
え
る

② 

平
成
28
年
分
の
課
税
売
上
高
が
1
，
0
0
0

万
円
以
下
で
、平
成
28
年
12
月
末
ま
で
に「
消

費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
」を
提
出
し

て
い
る

③ 

①
、②
に
該
当
し
な
い
場
合
で
、
平
成
29
年
1

月
1
日
〜
6
月
30
日
の
期
間（
特
定
期
間
）の

課
税
売
上
高
が
1
，
0
0
0
万
円
を
超
え
る
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■日程表
月日

2月6日（水）

2月7日（木）

2月8日（金）

役場2階大会議室
℡（67）2703

午前９時～午後４時
（正午～午後1時は除く） 

作成会場受付時間

雑損控除計算書・住宅ローン控除計算書作成会について
　熊本地震により被災した家屋について、平成28年分の確定申告において雑損控除の申告が済んでいない人、また、
すでに雑損控除を受けた人のうち、平成29・30年中に修理した費用などがある人の雑損控除計算書作成会と、住
宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）を受けていた人で、借り換えなどを行った人の申告書作成会を2月6日(水)
～8日(金)に行います。該当する人は必要書類を持参のうえ、ご参加ください。混雑が予想されます。都合が悪い
場合は阿蘇税務署でも相談出来ますので、お問い合わせください。

【阿蘇税務署　℡0967（22）0551】

申告相談会場

役場2階大会議室

℡096（372）1151
（南九州税理士会事務局）

℡（67）0501
（南九州税理士会阿蘇支部）

２月10日(日)
午前10時～午後４時

（正午～午後1時は除く）

電話番号期間・受付時間

南九州税理士会からの休日無料税務相談会のお知らせ
　南九州税理士会主催で、熊本地震により被災された皆さまの税務申告に関する相談をはじめ雑損控除計算書作成
のための休日無料相談会が、下記のとおり開催されます。
　相談希望者は、必要書類を持参のうえ、ご参加ください。

確定申告におけるマイナンバーの記載及び添付について
　社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入により、平成30年分確定申告書等の提出の際には、「マイナンバー
の記載」＋「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要となります。

■雑損控除
①平成28年確定申告書控・平成29年確定申告書控
②固定資産課税台帳[名寄せ帳] → 税務課で再発行できます（手数料200円）
③修理に伴う工事請負契約書・領収書
④保険補填金確認書 → 地震保険会社などから発行された保険金支払額証明書
⑤平成30年分の収入がわかる書類

■住宅ローン控除
①登記事項証明書（法務局発行）
②年末残高証明書（金融機関発行）
③マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと免許証などの本人確認証
④売買契約書の写し、工事契約書の写しなど

■共通して必要なもの
①印鑑（認印可）、②源泉徴収票（原本）、③申告者本人口座の通帳（還付金振込み用）

※確定申告期間中、申告会場においての作成は混雑防止のため、別コーナーで
作成をしてからの申告順番待ちとなりますので、相当お待ちいただく場合があります。

　上記控除に該当者は、必ず作成期間中にご来場ください。

[必要書類]

◆マイナンバーカード（個人番号カード）を持っている人は
●マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。
●ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示または写しの提出が不要です。

◆マイナンバーカードを持っていない人は

《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》

＋◎通知カード
◎住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
　（マイナンバーの記載があるものに限ります。）
　　　　　　　　　　  などのうちいずれか1つ

番号確認書類

《記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類》
◎運転免許証　　◎公的医療保険の被保険者証
◎パスポート　　◎身体障害者手帳
◎在留カード
　　　　　　　　　　　　　  などのうちいずれか1つ

身元確認書類

（本人確認書類）

※詳しくは、熊本国税局のホームページ（www.nta.go.jp/kumamoto）をご覧いただくか、
阿蘇税務署（℡0967（22）0551　自動音声案内）にお尋ねください。
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